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長野県告示第245号

　令和７年６月19日、長野県議会定例会を長野市に招集します。

　　令和７年５月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

財　政　課

長野県告示第246号

　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第16条第１項の規定により長野県が実施する市

町村道の改築工事は、次のとおりです。

　　令和７年５月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

路　線　名 工　事　区　間 工事の種類 工事開始の日

町道
野尻菅川線

上水内郡信濃町大字野尻字舟瀬241番４地先から
上水内郡信濃町大字古海字船合4950番８地先まで

道路改築 令和７年５月19日

道路管理課

長野県告示第247号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地

崩壊危険区域に指定します。

　その関係図面は、長野県建設部砂防課並びに長野県安曇野建設事務所及び安曇野市役所に備え置きます。

　　令和７年５月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一
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区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 緯度及び経度

大口沢南 　右に掲げる座標に存する１点
から 20点までを順次結んだ線及
び１点と 20点を結んだ線に囲ま
れた土地の区域
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１点　北緯　　36度18分10秒7785
　　　東経　	137度57分27秒8559
２点　北緯　　36度18分08秒9616
　　　東経　	137度57分26秒6137
３点　北緯　　36度18分09秒6886
　　　東経　	137度57分25秒9364
４点　北緯　　36度18分11秒3205
　　　東経　	137度57分25秒3336
５点　北緯　　36度18分11秒7522
　　　東経　	137度57分25秒2419
６点　北緯　　36度18分12秒2614
　　　東経　	137度57分22秒6256
７点　北緯　　36度18分13秒6481
　　　東経　	137度57分22秒4602
８点　北緯　　36度18分13秒5299
　　　東経　	137度57分21秒4811
９点　北緯　　36度18分14秒0470
　　　東経　	137度57分20秒2158
10点　北緯　　36度18分14秒9573
　　　東経　	137度57分21秒2408
11点　北緯　　36度18分15秒0305
　　　東経　	137度57分20秒3491
12点　北緯　　36度18分16秒6997
　　　東経　	137度57分19秒8893
13点　北緯　　36度18分18秒0198
　　　東経　	137度57分19秒5991
14点　北緯　　36度18分18秒2684
　　　東経　	137度57分20秒5139
15点　北緯　　36度18分17秒5620
　　　東経　	137度57分21秒7132
16点　北緯　　36度18分15秒9624
　　　東経　	137度57分23秒4959
17点　北緯　　36度18分13秒8982
　　　東経　	137度57分24秒5382
18点　北緯　　36度18分12秒0973
　　　東経　	137度57分25秒8154
19点　北緯　　36度18分11秒6964
　　　東経　	137度57分25秒7847
20点　北緯　　36度18分11秒4171
　　　東経　	137度57分26秒4844

砂　防　課

長野県告示第248号

　長野県収入証紙条例（昭和39年長野県条例第58号）第９条第１項の規定により、令和７年５月２日、次の者を売りさばき

人に指定しました。

　　令和７年５月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

売りさばき人の氏名（名称） 住　　　所 売りさばき場所

セブンイレブン
長野千歳町通り店

長野県長野市南千歳１丁目３－６
長野県長野市南千歳１丁目３－６
セブンイレブン長野千歳町通り店

セブンイレブン
長野山王店

長野県長野市南長野北石堂町1209
－２

長野県長野市南長野北石堂町1209－２
セブンイレブン長野山王店

会　計　課


